
許可等制度の比較（当庁所管法令）

法律
（規制の種類）

制度概要

古物営業法
（許可制度）

営業所が所在する都道府県ごとに、公安委員会の許可が必要（人的欠格事
由を審査）

質屋営業法
（許可制度）

営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可が必要（人的
欠格事由及び公安委員会が定める質物の保管設備基準適合性を審査）

風営法【風俗営業】
（許可制度）

営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可が必要（人的
欠格事由、営業所の構造・設備基準及び営業地域制限適合性を審査）

警備業法
（認定制度）

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けていれば、他県
での営業所設置や警備業務の実施は届出（事前）で足りる（人的欠格事由
を確認）

運転代行業法
（認定制度）

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けていれば、他県
での営業所設置や運転代行業の実施は届出（事後）で足りる（人的欠格事
由を確認）
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